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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成29年10月26日(2017.10.26)

【公開番号】特開2015-142563(P2015-142563A)
【公開日】平成27年8月6日(2015.8.6)
【年通号数】公開・登録公報2015-050
【出願番号】特願2014-261856(P2014-261856)
【国際特許分類】
   Ａ２３Ｆ   3/38     (2006.01)
   Ａ２３Ｌ   2/44     (2006.01)
   Ａ２３Ｆ   3/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ２３Ｆ    3/38     　　　　
   Ａ２３Ｌ    2/00     　　　Ｐ
   Ａ２３Ｆ    3/16     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月7日(2017.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カテキンを含有する液体に紅茶抽出物を添加するか、または紅茶抽出物を含有する液体
にカテキンを添加することを含むカテキン含有飲料の製造方法であって、
　該飲料のｐＨが３．０～３．６であり、
　該飲料中の該カテキンの含量がＸ、該紅茶抽出物の含量がＹのとき、
　　　１６０ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｘ≧９０ｍｇ／１００ｍＬ、
　　　２４ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｙ≧４ｍｇ／１００ｍＬ、且つ
　　　Ｘ＋Ｙ＞１１２ｍｇ／１００ｍＬ
である方法。
【請求項２】
　カテキンを含有する液体に紅茶抽出物を添加するか、または紅茶抽出物を含有する液体
にカテキンを添加することを含むカテキン含有飲料の製造方法であって、
　該飲料のｐＨが３．２～４．６であり、
　該飲料中の該カテキンの含量がＸ、該紅茶抽出物の含量がＹのとき、
　　　１６０ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｘ≧８０ｍｇ／１００ｍＬ、
　　　２４ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｙ≧１２ｍｇ／１００ｍＬ、且つ
　　　Ｘ＋５Ｙ＞１８０ｍｇ／１００ｍＬ
である方法。
【請求項３】
　カテキン含有飲料が苦渋味改善成分を０．００１～０．５質量％含有する、請求項１又
は２記載のカテキン含有飲料の製造方法。
【請求項４】
　苦渋味改善成分がシクロデキストリンである請求項３記載のカテキン含有飲料の製造方
法。
【請求項５】
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　カテキンを含有する液体に紅茶抽出物を添加するか、または紅茶抽出物を含有する液体
にカテキンを添加することを含む飲料の微生物汚染防止方法であって、
　該飲料のｐＨが３．０～３．６であり、
　該飲料中の該カテキンの含量がＸ、該紅茶抽出物の含量がＹのとき、
　　　１６０ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｘ≧９０ｍｇ／１００ｍＬ、
　　　２４ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｙ≧４ｍｇ／１００ｍＬ、且つ
　　　Ｘ＋Ｙ＞１１２ｍｇ／１００ｍＬ
である方法。
【請求項６】
　カテキンを含有する液体に紅茶抽出物を添加するか、または紅茶抽出物を含有する液体
にカテキンを添加することを含む飲料の微生物汚染防止方法であって、
　該飲料のｐＨが３．２～４．６であり、
　該飲料中の該カテキンの含量がＸ、該紅茶抽出物の含量がＹのとき、
　　　１６０ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｘ≧８０ｍｇ／１００ｍＬ、
　　　２４ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｙ≧１２ｍｇ／１００ｍＬ、且つ
　　　Ｘ＋５Ｙ＞１８０ｍｇ／１００ｍＬ
である方法。
【請求項７】
　飲料が苦渋味改善成分を０．００１～０．５質量％含有する、請求項５又は６記載の微
生物汚染防止方法。
【請求項８】
　苦渋味改善成分がシクロデキストリンである請求項７記載の微生物汚染防止方法。
【請求項９】
　微生物がアリシクロバチルス・アシドテレストリスである、請求項５～８のいずれか１
項記載の方法。
【請求項１０】
　カテキンおよび紅茶抽出物を含有する飲料であって、
　該飲料のｐＨが３．０～３．６であり、
　該飲料中の該カテキンの含量がＸ、該紅茶抽出物の含量がＹのとき、
　　　１６０ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｘ≧９０ｍｇ／１００ｍＬ、
　　　２４ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｙ≧４ｍｇ／１００ｍＬ、且つ
　　　Ｘ＋Ｙ＞１１２ｍｇ／１００ｍＬ
である飲料。
【請求項１１】
　カテキンおよび紅茶抽出物を含有する飲料であって、
　該飲料のｐＨが３．２～４．６であり、
　該飲料中の該カテキンの含量がＸ、該紅茶抽出物の含量がＹのとき、
　　　１６０ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｘ≧８０ｍｇ／１００ｍＬ、
　　　２４ｍｇ／１００ｍＬ＞Ｙ≧１２ｍｇ／１００ｍＬ、且つ
　　　Ｘ＋５Ｙ＞１８０ｍｇ／１００ｍＬ
である飲料。
【請求項１２】
　苦渋味改善成分を０．００１～０．５質量％含有する、請求項１０又は１１記載の飲料
。
【請求項１３】
　苦渋味改善成分がシクロデキストリンである請求項１２記載の飲料。


	header
	written-amendment

